
　　　 新規申請時の登録免許税については、浦和税務署（税務署番号：０００３３０１８）あてに９万円を納付して頂く必要があります。

　　　 浦和税務署で直接納付するか、お近くの税務署で浦和税務署あてに登録免許税を納付したい旨を伝えて頂ければ納付書が入手できますので、

　　　 その納付書を用いてゆうちょ銀行等の日本銀行歳入代理店の金融機関で納付下さい。（浦和税務署以外の税務署で、浦和税務署あての納付

　　　 はできません。）

　　　 登録免許税納付後に渡される領収証書の原本を登録申請書第六面に貼付の上、申請書をご提出願います。

　　　＊収入印紙で納付することはできませんのご注意下さい。

登録免許税の納付について（関東地方整備局に申請する場合）


